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第 1章 三浦市における景観まちづくり 

1.1 景観計画の策定背景 

城ヶ島からみる伊豆大島、房総半島から昇る朝日や相模湾に沈む夕日、富士山の眺望、台

地の畑に広がる露地野菜、マグロで賑わう三崎漁港など、どれも代表的な三浦市の景観です。

加えて、チャッキラコや、海南神社の行道獅子
ぎょうどうじし

など歴史や文化を背景とした三浦市独自の景

観もあります。 

景観とは、海や山、農地、建物、森林などの植生、人々の活動など視覚で捉えられるもの

に加え、先人が培ってきた歴史や文化、磯の香や祭り囃子
ば や し

など視覚以外の五感で捉えること

ができる内容もふくめ、過去から現在に至る三浦市に固有の生活・暮らし・活動などの多様

な表現そのものであるといえます。 

四季折々、様々な表情をみせる三浦市の景観は、三浦市に住む私たち市民に安らぎを与え

るものであると同時に、「ふるさと三浦」への愛着を深めるものともなります。さらに、美し

い景観は、本市の魅力を高め、来訪者の増加によるにぎわいの創出、市域の活性化にもつな

がります。 

また、三浦市の多様な景観は、先人が暮らしの中で地域の地形や自然に働きかけて創造し、

守り育ててきたものであり、地域や市民が共有する財産といえます。 

良好な景観は、一朝一夕に形成されるものではありません。三浦市のかけがえのない財産

である景観を現在に活かしながら後世に伝えるために、地域の自然、歴史、文化などの環境

を保全しながら、景観の活用という視点もふくめ一定のルールを定め、市民・事業者・行政

が一体となって景観まちづくりに取り組む必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

城ケ島大橋から望む三崎漁港 岩堂山付近から望む農地 
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1.2 景観計画の目的 

 

三浦市景観計画は、三浦市の立地や地形・気象などの地域特性をふまえ、次の目的をもっ

て作成いたします。 

 

 

 

 

  

① 三浦市の良好な景観を後世に継承するため、景観保全のための基本的な考え方を示します。 

② 三浦市の良好な景観を市域の活性化に役立て、景観によるにぎわいを創出するための基本的

な考え方を示します。 

③ 三浦市の景観を市民共有の財産と位置づけ、市民・事業者・行政が一体となって景観を継承・

活用するための施策の方向性（ルール）を整理し示します。 

三崎フィッシャリーナ・ウォーフ（うらり） 

urari 

チャッキラコ 

富士山への眺望 伊豆大島への眺望 
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1.3 景観計画区域（景観法第８条第２項第１号） 

 

三浦市の景観は、地形的な基盤のうえに、自然や歴史文化など多様な要素が相互に関わり

を持ちながら形成されています。 

そのため、将来的に三浦市の特徴的な景観を保全・創造・活用していくためには、市域全

体の景観を総合的に捉えた上で、市民・事業者・行政が一体となり連携・協働して景観まち

づくりを進め、景観を活かした地域振興を図っていくことが重要となります。 

景観計画では三浦市の全域を「景観計画区域」として設定します。 


